
国立大学法人東京藝術大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について
1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  令和元年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和元年度における改定内容

当法人の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するにあたって、他の国立大学法

人、国家公務員、類似事業を実施している民間法人や独立行政法人等のほか、国・地方公共団体が

運営する教育・研究機関のうち、常勤職員数や教育・研究事業規模において比較的同等と認められ

る、以下の法人等を参考とした。

（１）国立大学法人お茶の水女子大学…当該法人は、同じ国立大学法人として教育・研究事業を実施
している。公表資料によれば、平成30年度の法人の長の年間報酬額は18,812千円であり、公表対象年
度の役員報酬規程に記載された本俸額等を勘案すると、18,812千円と推定される。同様の考え方によ
り、理事については16,226千円、理事（非常勤）については5,766千円、監事（非常勤）については2,760
千円と推定される。

（２）事務次官年間報酬額…23,374千円

平成21年度より勤勉手当について、勤勉手当基礎額に成績に応じた支給割合を乗じて得た額とし
ている。さらに、その者の業績に応じて、100分の10を超えない範囲で増減することとしている。

法人の長の報酬基準は、東京藝術大学役員報酬規則に則り、俸給、地域手当、通勤手当、単身赴

任手当、期末手当、勤勉手当で構成されている。

俸給…指定職俸給表5号俸(月額965千円)以上で学長が定める号俸

地域手当…俸給月額に100分の17を乗じて得た額を支給

期末手当…期末手当基準額｛俸給＋地域手当＋（俸給＋地域手当）×（100分の20を超えない範囲

で学長が定める割合）＋（俸給＋地域手当）×100分の25｝に100分の70を乗じ、さらに基準日以前6ヶ

月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
勤勉手当…勤勉手当基礎額（期末手当基礎額と同じ計算による）に基準日以前6月以内の期間にお
けるその者の勤務期間に応じた割合及び勤務成績に応じて勤勉手当支給細則に定める割合を乗じ
て得た額としている。ただし、その者の業績に応じ、100分の10を超えない範囲で増減することがある。

なお、令和元年度では、給与法の改定に準拠し、以下の改定を行った。
（令和元年12月1日）
・勤勉手当の支給割合の引上げ（年間0.１月分）
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理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況
令和元年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

18,480 11,580 4,857 1,969 (地域手当)

千円 千円 千円 千円

13,765 8,472 3,553
1,440

245
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,644 8,472 3,553
1,440

89
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

2,760

千円 千円 千円 千円

1,560

千円 千円 千円 千円

1,560

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　 　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注３：「総額、各内訳について、千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。」

役名
就任・退任の状況

法人の長

A理事

B理事

C理事
（非常勤）

前職
その他（内容）

D監事
（非常勤）

C監事
（非常勤）

理事の報酬基準は、東京藝術大学役員報酬規則に則り、俸給、地域手当、通勤手当、単身赴任手

当、期末手当、勤勉手当で構成されている。
俸給：指定職俸給表1号俸(月額706千円)以上3号俸(月額818千円)以内で学長が定める号俸

俸給以外は法人の長と同様である。

なお、令和元年度では、法人の長と同様の改定を行った。

理事（非常勤）の報酬基準は、東京藝術大学役員報酬規則に則り、非常勤役員手当で構成され
る。（月額23万円）

監事（非常勤）の報酬基準は、東京藝術大学役員報酬規則に則り、非常勤役員手当で構成される。
（月額13万円）

該当者なし
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

　理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

　該当者なし

東京藝術大学の理事は、教育、研究、総務・財務・施設の各職務について、学長を補佐し、その業務を掌理

している。

理事の報酬月額は法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、理事の

職務内容の特性は上記のとおり法人化移行前と同等以上であると言え、これまでの各年度における業績評価

の結果を勘案したものとしている。
さらに理事の年間報酬額は、常勤職員数や教育・研究事業で比較的同等と認められる他の国立大学法人の

理事の年間報酬額16,226千円と比較した場合、それを下回っている。
職務内容の特性、他法人の役員報酬との比較を踏まえても、理事としての報酬水準は妥当であると考えら

れる。

東京藝術大学の理事（非常勤）は、学長特命担当として、学長を補佐し、学長特命業務を掌理している。
理事（非常勤）の年間報酬額は、常勤職員数や教育・研究事業で比較的同等と認められる他の国立大学法

人の理事（非常勤）の年間報酬額5,766千円と比較した場合、それ下回っている。
職務内容の特性、他法人の役員報酬との比較を踏まえても、理事（非常勤）としての報酬水準は妥当であると

考えられる。

東京藝術大学の監事（非常勤）は、大学の業務運営状況、業務執行状況及び会計状況の実態を把握し、関

係法令等に基づく適正な執行状況等について監査することにより、大学の業務の適正かつ効率的な運営を確

保する役目を担っている。
監事（非常勤）の年間報酬額は、常勤職員数や教育・研究事業で比較的同等と認められる他の国立大学法

人の監事（非常勤）の年間報酬額2,760千円と比較した場合、それを下回っている。
職務内容の特性、他法人の役員報酬との比較を踏まえても、監事（非常勤）としての報酬水準は妥当であると

考えられる。

東京藝術大学は、我が国唯一の国立総合芸術大学として、創立以来の自由と創造の精神を尊重し、我が
国の芸術文化の発展について指導的役割を果たすことを使命としてきた。近年ではスーパーグローバル大
学やＣＯＩ拠点に選出されたことをはじめとして、最高水準の教育研究活動、国内外の芸術教育研究機関と
の交流、地域・社会との連携を、さらにはダイバーシティの取り組みや財政・運営基盤の強化等を学長のリー
ダーシップの下で推進している。 そうした中で、学長は国立大学法人の代表として、その業務を総理すると
ともに、校務を司り、所属職員を統督して、経営責任者と教学責任者の職務を同時に担っている。

東京藝術大学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて
決定しているが、学長の職務内容の特性は上記のとおり法人化移行前と同等以上であると言え、これまでの
各年度における業績評価の結果を勘案したものとしている。

学長の年間報酬額が、事務次官の年間給与額23,374千円と比較した場合、それを下回っていることに加
え、職務内容の特性等を考慮すると、報酬水準は妥当であると考えられる。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人との比較などを考慮すると、
役員の報酬水準は妥当であると考える。
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４　役員の退職手当の支給状況（令和元年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

　該当なし

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

該当者なし

法人の長

理事

理事
（非常勤）

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

理事
（非常勤） 該当者なし

監事
（非常勤） 該当者なし

監事
（非常勤）

理事 該当者なし

法人での在職期間

判断理由

法人の長

平成21年度より勤勉手当について、勤勉手当基礎額に成績に応じた支給割合を乗じて得た額としている。さらに、
その者の業績に応じて、100分の10を超えない範囲 で増減することとしており、今後も継続予定である。
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び令和元年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給の仕組み
　　 及び導入実績を含む）

東京藝術大学職員の給与水準を検討するにあたって、同事業規模の国立大学法人等、国家公務

員のほか、令和元年度職種別民間給与実態調査によるデータのうち、企業規模別・職種別平均支給

額を参考にした。
（１）国立大学法人お茶の水女子大学…当該法人は、同じ国立大学法人として教育・ 研究事業を実
施しており、法人規模についても同等である。
（２）国家公務員…令和元年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与月額は
411，123円となっており、全職員の平均給与月額は417，683円である。
（３）職種別民間給与実態調査において、本学と同等の規模の大学卒の4月の平均支給額は事務課
長530,508円、事務課長代理469,833円、事務係長423,823円、事務主任368,340円、事務係員
322,399円となっている。

また、人件費管理の基本方針として、人件費等の必要額を見通した財政計画を策定し、併せて組織
の合理化・簡素化等を図っている。

地域手当に関しては17％と、国家公務員や近隣の国立大学法人等より低く設定することで人件費を
抑制している。

能率、勤務成績に応じて昇給幅の増減、昇格、勤勉手当（賞与）の支給割合の増減を行っている。
従来は月給制職員を対象にしていたが、年俸制教員についても平成26年度より、業績給（賞与）の支
給割合の増減に勤務成績等を反映している。

東京藝術大学職員給与規則に則り、俸給及び諸手当（大学院調整額、管理職手当、初任給調

整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、主幹教諭手当、義務教育等教員特別

手当、教職調整額、特殊勤務手当、超過勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手

当及び特別顕彰手当）としている。
期末手当については、期末手当基礎額（俸給＋大学院調整額＋教職調整額＋扶養手当＋地

域手当＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に100分の130を乗じ、それに基準日以前6月以内
の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基礎額（俸給＋大学院調整額＋教職調整額＋地域手当＋役
職段階別加算額＋管理職加算額）に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務期間に
応じた割合及び勤務成績に応じて勤勉手当支給細則に定める割合を乗じて得た額としている。

なお、令和元年度では給与法の改定をふまえ以下の改正を行った。
（令和元年12月１日）
・俸給の引上げ（若年層を重点に平均0.1%）
・勤勉手当支給割合の引上げ（年間0.1月分）
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

249 51.6 8,764 6,312 174 2,452
人 歳 千円 千円 千円 千円

82 43.3 6,282 4,622 171 1,660
人 歳 千円 千円 千円 千円

159 56.2 10,087 7,205 177 2,882
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 44.6 7,905 5,875 148 2,030

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 63.8 4,102 3,439 140 663
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 63.8 4,102 3,439 140 663
人 歳 千円 千円 千円 千円

注 ： 在外職員、任期付職員の区分については該当者がいないため記載を省略した。

　　職種別支給状況（年俸制）

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

56 48.9 5,914 5,203 146 711
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 42.8 2,925 2,925 165
歳 千円 千円 千円 千円

42 50.5 6,719 5,771 145 948
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 47.5 4,941 4,941 117
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

37 45.6 4,265 4,265 162
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 47.5 2,743 2,743 180
人 歳 千円 千円 千円 千円

26 44.8 4,909 4,909 155

注 ： 在外職員及び任期付職員の区分については該当者がいないため記載を省略した。

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（特任教員）

注 ： 常勤職員のうち医療職種（病院医師・看護師）については該当者がいないため記載を省略した。

注 ： 非常勤職員のうち医療職種（病院医師・看護師）については該当者がいないため記載を省略した。

注 ： 常勤職員の教育職種（高校教員）については該当者が2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
　　　区分以外は記載せず、常勤職員全体の数値からも除外している。

常勤職員

教育職種
（大学教員）俸給表1

教育職種
（大学教員）俸給表2

事務・技術

注 ： 非常勤職員の教育職種（招聘教員）については該当者がいないため記載を省略した。

教育職種
（高校教員）

注 ： 常勤職員のうち医療職種（病院医師・看護師）については該当者がいないため記載を省略した。

注 ： 非常勤職員のうち事務・技術、教育職種（大学・高校教員）及び医療職種（病院医師・看護師）については該当者がいないため記載を
      省略した。

注 ： 再任用職員のうち教育職種教育職種（大学教員）については該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれの
       あることから、区分以外は記載していない。

区分 人員 平均年齢
令和元年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

教育職種
（高校教諭）

再任用職員

教育職種（大学教員）

事務・技術

区分 人員 平均年齢
令和元年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与
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②

注1:①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注2：教育職員（大学教員）の年齢36-39歳の該当者は3名であるため、当該個人に関する情報が

　   特定されるおそれがあることから、年間給与額の第1・第3分位については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）)
　〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕
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③ 職位別年間給与の分布状況｛事務・技術職員／教育職員（大学教員）｝

事務・技術職員

平均
人 歳 千円

課長
9 52.2 8,449 8,917 ～ 8,056

課長補佐
13 53.9 7,446 8,046 ～ 7,157

係長
29 45.8 6,387 6,979 ～ 5,254

主任
5 42.9 5,434 6,287 ～ 4,873

係員
26 32.3 4,454 6,019 ～ 3,823

教育職員（大学教員）

平均
人 歳 千円

教授
95 59.7 10,520 13,272 ～ 8,706

准教授
62 51.1 9,044 9,986 ～ 7,776

講師
1 ～

助教
1 ～

注：講師、助教の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから

　　平均年齢及び年間給与額は表示していない。

④ 賞与（令和元年度）における査定部分の比率｛事務・技術職員／教育職員（大学教員）｝

事務・技術職員

教育職員（大学職員）

％ ％

         最高～最低 59.2　～　38.4 54.5　～　40.0 56.4　～　39.3

57.5 58

査定支給分
（勤勉相当）

（平均）

％ ％ ％

41.5 42.5 42

％

         最高～最低 49.3　～　38.8 50.5　～　40.5 49.9　～　39.9

一般
職員

一律支給分（期末相当）
％ ％ ％

58.5

％ ％

43 44.3 43.6

％ ％ ％

管理
職員

一律支給分（期末相当）
％ ％ ％

57 55.7 56.4

査定支給分
（勤勉相当）

（平均）

％

         最高～最低 43.1　～　37.4 46.9　～　38.8 45.1　～　38.2

区分 夏季（６月） 冬季（１２月） 計

一般
職員

一律支給分（期末相当）

40.4 42 41.2

％ ％ ％

％ ％

59.6 58 58.8
％ ％

査定支給分
（勤勉相当）

（平均）

％

％ ％ ％

         最高～最低 43.1　～　38.1 44.3　～　39.4 42.3　～　38.8
％

59.9 58.3 59.1

査定支給分
（勤勉相当）

（平均）

％ ％ ％

40.1 41.7 40.9

千円

区分 夏季（６月） 冬季（１２月） 計

管理
職員

一律支給分（期末相当）

％ ％ ％

千円

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　９７．２

注：上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成30年度の

　教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

４　モデル給与

《事務・技術職員》
○22歳（大卒初任給）

月額 180,７00円　年間給与 2,800,000円

○35歳（主任）

月額 295,893円　年間給与 4,873,000円

○50歳（課長補佐）

月額 397,215円　年間給与 6,651,000円

《教育職員(大学教員)》
○50歳（准教授）

月額 532,350円　年間給与 8,972,000円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子１人につき10,000円）を支給
※教育職員の、初任給と35歳については該当者が年俸制しか想定されないため記載を省略

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

・年齢・学歴勘案                  ８９．７

・年齢・地域・学歴勘案          ８０．３　　　 

講ずる措置 今後も国家公務員の給与水準を考慮し、適切な給与水準の維持に努める。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案                          ９１．１

・年齢・地域勘案                  ８１．１

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　64.4％】
（国からの財政支出額          5,983,000,000 円
　支出予算の総額　             9,278,000,000 円：令和元年度予算）
【累積欠損額 0円（令和元年度決算）】
【管理職の割合　10.98％（常勤職員数 82名中9名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　80.49％（常勤職員数　82名中66名） 】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合33.90％】
（支出総額　9,280,397,115円
　給与・報酬等支給総額　　2,737,623,187円：平成30年度決算）

（法人の検証結果）
　本学は国立大学法人化以降も、支出額の大部分を運営費交付金により賄っている。そ
の中で、国家公務員の給与水準を考慮しつつ、地域手当を例に人件費抑制を加味した
給与水準の決定や、組織の合理化に努めている。そのため、対国家公務員指数100未
満である本学の給与水準は適切と考えられる。

（文部科学大臣の検証結果）
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給与水準は適
正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めていただきたい。

（参考）対他法人　　　　　　　　１０１．６

能率、勤務成績に応じて昇給幅の増減、昇格、勤勉手当（賞与）の支給割合の増減を
行っている。

従来は月給制職員を対象にしていたが、年俸制教員についても平成26年度より、業

績給（賞与）の支給割合の増減に勤務成績等を反映している。
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Ⅲ　総人件費について

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円

(Ｄ)
千円 千円 千円 千円

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

総人件費について参考となる事項

・「給与、報酬等支給総額」

　　対前年度比 １６，１５７千円

　　　承継職員の給与の増 １６，１５７千円

・「最広義人件費」

　　対前年度比 １３２，２９６千円

　　　承継職員の給与の増 １６，１５７千円

　　　退職手当の支給額の減 ６４，３７７千円

　　　H17年新設の映像研究科教員等の給与及び

　　　外国人教師の給与の増 ３０，３３６千円

　　　非常勤役員報酬の増減 なし

　　　非常勤教員給与の増 △３９，９４１千円

　　　非常勤職員給与の増 １１，３９４千円

　　　受託研究費等による雇用者の増 ４４，９８５千円

　　　福利厚生費の増 ４，９８７千円

Ⅳ　その他

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

特になし

最広義人件費
5,391,746 5,472,927 5,507,946 5,640,244

福利厚生費
506,445 519,004 536,277 541,264

非常勤役職員等給与
1,894,675 1,999,826 2,026,955 2,073,729

退職手当支給額
285,245 231,362 207,091 271,469

区　　分

給与、報酬等支給総額
2,705,381 2,722,735 2,737,623 2,753,780
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